
令和８年度 臨時カウンセリング（単価契約） 仕様書 

 
第１章 総則 

 

 

（適用範囲） 

第１条 本仕様書は、「令和８年度 臨時カウンセリング（単価契約）」（以下「本業務」という。）に

適用する。 

 

（目的） 

第２条 本業務は、職員の精神面での健康保持増進を目的とする。 

 

（履行期間） 

第３条 本業務の履行期間は、契約締結日から令和９年３月３１日までとする。 

 

（予定数量） 

第４条 本業務の予定数量は別添①のとおりとする。ただし発注者の都合等により増減する場合がある。 

 

（担当職員） 

第５条 発注者は、本業務の担当職員を定め、受注者に通知するものとする。 

 

（担当責任者等） 

第６条 受注者は、本業務を履行するため、以下の者を定めるものとする。 

（１）担当責任者 

一 担当責任者は、本業務全体を管理し本業務に支障をきたさないよう対策を講じなければなら 

  ない。 

二 担当責任者は、担当職員からの指示等に迅速かつ確実に対応できる体制を確保すること。 

三 担当責任者は、担当職員からの指示内容について、迅速かつ確実に担当カウンセラーに指示

を行わなければならない。 

（２）担当カウンセラー 

一 担当カウンセラーは、本業務の履行にあたっては、担当責任者の指示のみにより業務を行う

ものとする。 

２ 担当責任者は、担当カウンセラーを兼ねることはできないものとする。 

３ 担当責任者、担当カウンセラー（以下「担当責任者等」という。）は、受注者が提出した配置予

定の者でなければならない。なお、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により、変更する

場合は、当初の者と同等以上の者を配置し発注者の承諾を得なければならない。 

４ 受注者は、担当責任者等を契約日までに定め、次の書面により発注者に提出し、確認を受ける 

こと。  

（１） 担当責任者通知書（別紙１） 

（２） 担当カウンセラー通知書（別紙２） 

（３） 連絡体制表 

担当責任者の連絡先を明記すること。 

なお、連絡体制表について内容の変更が生じた場合には、速やかに訂正等を行わなければな 

らない。 

 

（履行報告） 

第７条 受注者は各月に実施した業務内容について、以下の履行報告を発注者に提出しなければなら

ない。 

 ・臨時カウンセリング：臨時カウンセリング実施状況報告書（別紙３） 

 



 

（施設及び備品の使用等） 

第８条 発注者の施設及び備品等を使用する場合、若しくは借上費用等が生じる場合は事前に発注者 

の承諾を得ること。 

 

第２章 業務内容等 

 

（業務内容） 

第９条 本業務で実施する内容は、次のとおりとする。なお、カウンセリングを実施する場合はカウ

ンセリング・相談実施状況（別紙６）を作成するものとし、第７条に定める履行報告とあわせ

て提出すること。 

 

 臨時カウンセリング 

 【臨時カウンセリング実施の目的】 

  ・災害対応等により過度のストレスのある職員等について、緊急的な精神面でのケアを 

目的とする。 

  【臨時カウンセリング実施の日時・場所】 

・実施期間は、令和９年３月３１日までとする。 

・実施場所は、別添②の管内事務所会議室等もしくは受注者が確保した場所にて実施するもの

とする。なお、実施場所までにかかる交通費及び諸経費等は受注者負担とする。 

・実施方法は、受注者と発注者との事前協議に基づき、発注者が指定する場所へカウン 

 セラーを派遣し、面談にてカウンセリングを行うものとする。 

・原則として事前協議があった日から１週間以内にカウンセリングを実施できる体制を 

確保するものとする。 

 

 

第３章 個人情報の取り扱いについて 

 

（基本的事項） 

第１０条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、本業務を履行するための個人情報の取扱い 

  に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律（平成 

15 年 5月 30 日法律第 57 号）第 66 条第２項第１号の規定に基づき、個人情報の漏えい、滅失、 

改ざん又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければ 

ならない。 

 

（秘密の保持） 

第１１条 受注者は、本業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な 

目的に使用してはならない。本業務が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

（取得の制限） 

第１２条 受注者は、本業務を履行するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、 

その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正 

かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。 

 

（利用及び提供の制限） 

第１３条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、本業務を履行するための利用目的以 

外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 

 

（複写等の禁止） 

第１４条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、本業務を履行するために発注者から 



提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 

 

（再委託の禁止） 

第１５条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するため 

の個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事務を再委託して 

はならない。なお、発注者の指示又は承諾により第三者に個人情報の取り扱いを伴う事務を再 

委託する場合（二以上の段階にわたる委託を含む。）には、受注者は当該第三者に対して、個人 

情報の保護に関する法律（平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号）第 66 条第２項第４号に基づ 

く個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要 

かつ適切な措置を講じさせなければならない。 

 

（事案発生時における報告） 

第１６条 受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知った 

ときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。本業務が終了し、又は解 

除された後においても同様とする。 

 

（資料等の返却等） 

第１７条 受注者は、本業務を履行するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは 

作成した個人情報が記録された資料等を、本業務の終了後又は解除後速やかに発注者に返却し、 

又は引き渡さなければならない。ただし、発注者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したと 

きは、当該指示に従うものとする。なお、発注者の指示又は承諾により個人情報が記録された 

資料等を複写等した場合には、確実にそれらを廃棄又は消去するとともに、証明書（別紙４） 

を発注者に提出しなければならない。 

 

２ 前項の規定は、発注者の指示又は承諾により第三者に個人情報の取り扱いを伴う事務を再委託 

する場合（二以上の段階にわたる委託を含む。）において準用する。 

 

（管理の確認等） 

第１８条 発注者は、受注者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。ま 

た、発注者は必要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を求め、 

又は検査することができる。 

 

（管理体制の整備） 

第１９条 受注者は、本業務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定めな 

ければならない。 

 

（従事者への周知） 

第２０条 受注者は、本業務の従事者に対し、在職中及び退職後においても本業務に関して知り得た個

人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の

保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 

 

第４章 その他 

 

（秘密の保持） 

第２１条 受注者は、本業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は、担当責任者等に対し、秘密の保持を徹底しなければならない。 

３ 前各項に規定する秘密の保持は、本契約終了後も有効に存続する。 

 

（情報管理体制） 

第２２条 



①  受注者は、本業務で知り得た保護すべき情報（契約を履行する一環として契約相手方が収集、

整理、作成等した情報であって、担当部局が保護を要さないことを同意していない一切の情報

をいう。以下同様。）を適切に管理するため、次の履行体制を確保するとともに、発注者に対

し「情報管理体制図」及び「情報取扱者名簿」（別紙５）を提出し、担当部局の同意を得るこ

と。また、これらに記載した情報に変更がある場合は、予め担当部局の同意を得ること。 

（確保すべき履行体制） 

・本業務で知り得た保護すべき情報の取扱者は、当該業務の遂行のために最低限必要な範囲の者と

すること。 

・本業務で知り得た保護すべき情報は、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏洩されな

いことを保証する履行体制を有していること。 

・担当部局が同意した場合を除き、契約相手方に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセン

サー、フランチャイザー、コンサルタントその他の契約相手方に対して指導、監督、業務支援、

助言、監査等を行う者を含む一切の契約相手方以外の者に対して伝達又は漏洩されないことを保

証する履行体制を有していること。 

②  本業務で知り得た保護すべき情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏洩してはならな

い。ただし、担当部局が同意した場合はこの限りではない。 

③  本業務で知り得た保護すべき情報を記録した資料に関する業務履行完了後における取扱い（返 

却・削除等）については、担当部局の指示に従うこと。 

④ 本業務で知り得た保護すべき情報について、報道等での指摘も含め、漏洩等の事故や恐れが判明 

した場合については、業務の履行中・履行後を問わず、事実関係等について直ちに担当部局へ報

告すること。なお、報告がない場合でも、情報の漏洩等の懸念や事故等がある場合には、国土交

通省が行う報告徴収や調査に応じること。 

 

（ウイルス対策） 

第２３条 受注者は、電子納品時のみならず、担当職員と業務に関する事項について電子データを提 

出する際には、ウイルス対策を実施した上で提出しなければならない。また、ウイルスチェッ 

クソフトは常に最新データに更新（アップデート）しなければならない。 

 

（その他） 

第２４条  本仕様書に定めのない事項又はこの仕様書内容について疑義が生じた事項については、発 

注者と受注者とが協議して定めるものとする。



（別添）

（件名）令和８年度　臨時カウンセリング（単価契約）

①　予定数量

種別 単位

臨時カウンセリング 時間

②　管内事務所

事務所名

九州地方整備局

下関港湾事務所

北九州港湾・空港整備事務所

博多港湾・空港整備事務所

苅田港湾事務所

唐津港湾事務所

長崎港湾・空港整備事務所

熊本港湾・空港整備事務所

別府港湾・空港整備事務所

宮崎港湾・空港整備事務所

鹿児島港湾・空港整備事務所

志布志港湾事務所

関門航路事務所

下関港湾空港技術調査事務所

西之表港湾事務所

宮崎市港１丁目１６

鹿児島市城南町２３－１

予定数量

20

住　所

福岡市博多区博多駅東２丁目１０－７
福岡第２合同庁舎

下関市東大和町２丁目２９－１

北九州市門司区西海岸１丁目４－４０

鹿児島県志布志市志布志町帖６６１７－１８２

北九州市小倉北区浅野３丁目７－３８

山口県下関市竹崎町４丁目６－１
下関地方合同庁舎２階

鹿児島県西之表市西之表１６３１４番地６
種子島合同庁舎３階

福岡市中央区大手門２丁目５－３３

福岡県京都郡苅田町港町２８－２

唐津市二タ子３丁目２１４－６
唐津港湾合同庁舎２階

長崎市小ヶ倉町３丁目７６－７２

熊本市南区川尻２丁目８－６１

別府市石垣東１０－３－１５



 

 

別紙１ 

 

担当責任者通知書 

 
 
 国土交通省九州地方整備局副局長 殿 
 
 
 
 令和  年  月  日付けで契約締結した令和８年度臨時カウンセリング（単
価契約）に係わる担当責任者について、仕様書第６条第４項（１）に基づき下記の
とおり通知します。 

 
 
 

記 

担当責任者    ○○○○ 

 

 

 

令和  年  月  日 
 

                        

                        

 

住 所 

氏 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

別紙２ 

 
担当カウンセラー通知書 

 
 
 国土交通省九州地方整備局副局長 殿 
 
 
 令和８年度臨時カウンセリング（単価契約）の担当カウンセラーを下記のとおり
定めたので、別紙にて資格を保有していることを証明した書類（写）及び経歴書を

添えて通知します。 
 
 

記 
 

地区名 担当カウンセラー氏名 保有資格 

福 岡   

北九州   

久留米   

佐 賀   

長 崎   

熊 本   

大 分   

宮 崎   

鹿児島   

 
 令和  年  月  日 
 

住 所 

氏 名 



別紙３

国土交通省九州地方整備局副局長　殿

　　　　年　　　月分の実施状況を下記のとおり報告いたします。

実施日時 実施場所（会場等） 担当カウンセラー名 相談件数 実施時間

　年　月　日

　年　月　日

　年　月　日

　年　月　日

　年　月　日

　年　月　日

　年　月　日

　年　月　日

　年　月　日

住所

氏名

臨時カウンセリング実施状況報告書



 

 

 

 
別紙４ 

 

証 明 書 

 
 
 
 国土交通省九州地方整備局副局長 殿 
 
 
 

 個人情報が記録された資料等について、廃棄又は消去したことを証明します。 
 
 
 

 
 
 
 
      令和  年  月  日 
 
 
 

住 所 

氏 名 

 



【別紙様式】  

 
情報取扱者名簿及び情報管理体制図 

 
別紙５ 

 
① 情報取扱者名簿 ※情報取扱者は本業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。（※１） 

 

 氏  名 
   住  所 

   （※５） 

生年月日 
（※５） 

会社名・ 

所属部署 
役 職 

情報管理責任者

（※２） 

Ａ 
     

情報取扱管理者

（※３） 

Ｂ      

Ｃ      

業務従事者 

（※４） 

Ｄ      

Ｅ      

再委託先 Ｆ      

（※１）受注者における情報取扱者の範囲については、必要に応じ受発注者間で協議すること。 

（※２）本業務における情報取扱のすべてに責任を有する者。 

（※３）本業務の進捗状況などの管理を行う者で、本業務で知り得た保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 

（※４）本業務で知り得た保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 

（※５）住所及び生年月日が記載されている書類を発注者に対して提示することをもって様式の記載に代えることができ

る。ただし、担当部局の求めに応じて再度提示できるよう適切に当該書類を保管すること。 

このほか、日本国籍以外の国籍を有する者については、国籍やパスポート番号等を別途報告するものとする。 

なお、報告の方法については受発注者間で協議して決定することができる。 

 
 

② 情報管理体制図（例） 

 

※本業務の遂行にあたって、保護すべき情報を取り扱うすべての者を記載すること（再委託先も含む）。 

 
 

③ その他 

・社内で定める情報管理規則等の内規を別途添付すること。なお、国際規格等に

基づき適切に情報管理が行われていることが確認できる場合においては、その

認証書等（写しを含む）で代用することができる。 

・記載内容確認のため、必要に応じ追加で資料の提出を求める場合がある。 

情報取扱者 

情報管理責任者 Ａ 

情報取扱管理者 Ｂ（進捗状況管理） Ｃ（経費情報管理） 

業務従事者 Ｄ Ｅ 

再委託先 Ｆ 



別紙６

□ □ □

□ 　歳　位

□ □ □

１ □ ８ □
２ □ ９ □
３ □ 10 □
４ □ 11 □
５ □ 12 □
６ □ 13 □
７ □ 14 □

カウンセリング・相談　実施状況

令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

カウンセラー・
保健師

氏　名

新 規 対 面 男 性

電 話

継 続 （ ） 女 性

相　　談　　内　　容

法 律 関 係 人 間 関 係

服 務 関 係 健 康 関 係

給 与 関 係 異 性 関 係

職 場 関 係 そ の 他

昇 格 関 係 家 庭 関 係

人 事 関 係 共 済 関 係

退 職 関 係 政 治 関 係


